
第 9回厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会

平成 22年 6月 16日 (水 )

16:00～ 18:30
コンベンションホール AP浜松町

Fルーム

議 事 次 第

1 開会

2  言義題

(1)有識者等か らのヒアリング

・予防接種に関する評価 口検討組織について

・予防接種に関する情報提供のあり方について

(2)予防接種制度の見直 しに向けたご意見の集計結果につ

いlC

(3)その他

|

3 閉会
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本日のプレゼンテーシヨンについて

国
「予防接種に関する評価 口検討組織について」

>わ が国の予防接種に係る審議会・検討会等について

(健康局 結核感染症課 )

>米 国等における予防接種に係る評価 口検討組織について

齋藤 昭彦

(国立成育医療研究センター 感染症科医長 )

>専 門学会のお立場から

清沢 伸彦

(社団法人日本小児科学会感染症 “予防接種委員会担当理事、

京都第二赤十字病院小児科部長 )

>産 業界のお立場から

、 宇野 信吾

(社団法人 細菌製剤協会 )

>マ スコミのお立場から (北澤委員)

「予防接種に関する情報提供のあり方について」

>予 防接種に関する情報提供の現状について

(健康局 結核感染症課)

>地 方自治体での取り組みについて

大澤 章彦

(杉並保健所 健康推進課長)

> リスクコミュニケーシヨンの専門のお立場から

吉川 肇子

(慶應義塾大学商学部 准教授)

>接 種者のお立場から (保坂委員)

>被 接種者のお立場から

畑  秀二 (SSPE青 空の会)

古賀 真子

(NPO法人日本消費者連盟運営委員/ワ クチントーク事務局)

>メ ディアのお立場から

蒲生 真実

(株式会社風讃社 たまひよコミュニケーションデイレクター)



資料 2-1

について

平成22年 6月 16日

わが国の予防接種に係る審議会口検討会等

厚生労働省 健康局 結核感染症課

H16  H17
審議会・検討会等名

◇厚生科学審議会感染症分科会予防接

種部会 (公衆衛生審議会感染症部会

予防接種問題小委員会 )

◇厚生科学審議会感染症分科会予防接

種部会日本脳炎に関する小委員会

◇予防接種に関する検討会

◇麻しん対策推進会議

◇ワクチン産業ビジョン推進委員会

◇インフルエンザワクチン需要検討会

◇新型インフルエンザワクチンに関する意

見交換会

◇予防接種後副反応報告・健康状況調査

検討会

◇薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対

策部会安全対策調査会及び新型インフ

ルエンザ予防接種後副反応検討会

◇疾病・障害認定審査会感染症・予防接

種審査分科会

◇ポリオ生ワクチン2次感染者対策検討会

:薬事・食品衛生宇議会医薬

糧
‖綺

預傷霞官
‡

予防l■

l
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公衆衛生審議会感染症部会予防接種問題小委員会

予防接種のあり方について必要な検討を行うことを目的とする。

厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会

予防接種に関する重要事項を調査審議することを目的とする。

○公衆衛生審議会

厚生省設置法 (昭和24年法律第151号 )、 公衆衛生審議会令 (昭和 5

3年政令第 185号 )

○厚生科学審議会

厚生労働省設置法 (平成11年法律第97号 )、 厚生科学審議会令(平成

12年政令第283号 )、 厚生科学審議会感染症分科会運営細則(平成13

年厚生科学審議会決定)

成 果

O平成6年法改正 :義務接種から勧奨接種ヘ

(背景 )

・ 公衆衛生や生活水準の向上により、予防接種に対する国民の考え方は、各個人の

疾病予防のために接種を行い、自らの健康の保持増進を図るという考え方へ変化。
・ 予防接種制度については、国民全体の免疫水準を維持し、これにより全国的又は

広域的な疾病の発生を予防するという面とともに、個人の健康の保持増進を図るとい

う面を重視した制度とすることが必要。
・ 一般的な臨時接種として接種していたインフルエンザについては、社会全体の流行

を抑止するデータは十分にないと判断された。    (平 成5年公衆衛生審議会答申)

義務規定を廃し、努力規定とした

痘そう、コレラ、インフルエンザ、ワイル病を対象疾病から削除し、

破傷風を対象接種疾患に追加

健康被害に係る救済制度の充実
一般的な臨時の予防接種の廃止

一　

一

一　

一
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成 果

0平成13年法改正 :対象疾病に区分を創設

(背景)

・ インフルエンザ (平成6年の改正で対象疾病から肖嗜除)による高齢者の肺炎の併発や死亡が社

会問題化
。高齢者におけるインフルエンザの発生状況などを踏まえ、インフルエンザを予防接種の

対象疾病とし、健康被害に対しても公費による救済を行うべき旨の公衆衛生審議会答申

が出された。

一 対象疾病を一類疾病と二類疾病に区分
・ 一類疾病 :感染力の強い疾病の流行阻止、又は致死率の高い疾病による重

大な社会的損失を防止するために予防接種を実施 (努力義務あり)

<ジフテリア、百日せき、ポリオ、麻しん、風しん、日本脳炎、破傷風>

・ 三類疾病 :個人の発病や重症化を防止し、このことによりその疾病の蔓延を予

防することを目的として予防接種を実施 (定期接種については努力義務なし)<
インフルエンザ(高齢者に限る)>

0平成18年法改正 :対象疾病に結核を追加

一 感染症法の改正と結核予防法の廃止に伴い、一類疾病に結核を追加

予防接種制度を取り巻く重要な課題について検討し、今後の予 防接種制度の在り方に
ついて必要な検討を行うことを目的とする。

予防接種法の一部を改正する法律 (平成13年法律第116号 )附則第2条に規定する施
行後5年を目途に検討を加える旨の規定を受けて、厚生労働省健康局長の私的検討会と
して設置

平成17年 3月

平成18年 3月

中間報告を取りまとめ

○中間報告を踏まえ、麻しん及び風しんの2回接種制度の導入及び

日本脳炎第3期接種の廃上に関する政令及び省令の一部改正を実

施               ′

麻しん及び風しんの予防接種のあり方について審議

○当該審議を踏まえ、経過措置 (施行前に麻しん及び風しんの単抗原

ワクチンを接種した者を第2期の対象としない)の削除並びに麻しん

及び風しんの単抗原ワクチンを接種液として追加する政令及び省令

の一部改正を実施



ワクチン産業ビジョンに掲げられた事項の着実な推進に資するための情報交換・討議

ワクチン産業ビジョン(平成19年 3月 策定)推進のための厚生労働省医薬食品局長の私
的検討会として設置

1.ワ クチン産業ビジョン推進委員会ワーキンググループ設置 (平成19年 10月 )

ワクチン産業ビジョン推進委員会ワーキンググループ検討とりまとめ (平成20年3月 )

2複 数の研究機関による、ワクチン開発研究機関協議会発足 (平成19年¬1月 )

3ワクチンメーカーと国内外大手企業との連携

(例 :(学 )北里研究所と第一三共 (株 )との連携【平成20年 12月 】、(財)化学及血清療法研究所

とグラクソ・スミスクライン(株 )との運携【平成21年 9月 】)

4ワクチン産業ビジョン推進委員会混合ワクチン検討ワーキンググループ設置 (平成21年 2月 )

5.平 成21年度新型インフルエンザワクチン開発・生産体制整備臨時特例交付金

6感 染 症 予 防 ワクチンの 非 臨 床 試 験 ガイドラインにつ いて (平成22年 5月 27日 付審査管理課長通知)

次シーズンに向けて、インフルエンザワクチンの需要を予測すること

平成11年シーズン時の需要の急激な増加に伴う不足が起こつた状況を踏まえ、次シー
ズンに向けて、インフルエンザワクチンの需要をより的確に把握するための調査を行い、
需要を予測するための医薬食品局長の私的検討会として設置

1 毎年のインフルエンザワクチンの安定供給に関する通知

(1)インフルエンザワクチンの安定供給対策について(例年7月 ごろ。昨年度は平成21年 7月

28日 付け3課長通知 )

(2)インフルエンザワクチンの安定供給の状況と対策について制年10月ごろ。昨年度は
発出せず。)

-4-



疵鋳鞠麟鏃胚朧麓趾鷺詢鑢勒範轟晟必締 豊iご嶽栃

・ン接種の進め方等に関する検討及び意見交

〕

成果

7月 30日
O接種目的  0ワ クチン接種の接種対象者・優先順位

0ワクチンの輸入  0ワ クチンの有効性・安全性 等

―

―

―

―

―

―

ト

ー

ー

ー

ー

ー

ー

優先接種対象者
及び

接種順位等の決定
等

8月 3日
0ワ クチンの輸入  O特 例承認のスケジュール

0副反応が発生した場合の対応  ○接種順位

8月 20日 、26日 0接種対象者  Oワ クチン全般  O輸 入

8月 27日 ○優先接種対象者  Oワ クチン全般  0輸 入

8月 31日 、 9月 2日 、

4日 、 9日 、11日

Oワ クチン接種の進め方

9月 18日
0基礎疾患の定義  ○接種回数  ○接種回数
O同時接種  0保存剤 (チ メロサール等)

9月 24日 0血清調査  0パ ブコメ回答

9月 30日
○ワクチン接種の基本方針 ワクチン接種の基本方

針の決定

10月 16日 、 19日
11月 11日 、 12月 16日

0ワ クチンの接種回数 接種回数の決定

基づく施策の評価・見直しに係る提言等を

〕

1接種の促進に関する通知

(1)個 人通知の徹底、学校機関等との連携の強化、未接種者及び既罹患者の確認調査を

行つた上での積極的な勧奨(20年 6月 27日 付け)

(2)夏休み期間を活用した接種の勧奨(21年7月 15日 付け)

(3)教育機関と連携した接種の勧奨(平成22年 3月 8日 付け)

2各 種ガイドラインの策定

(1)学校における麻しん対策ガイドライン(平成20年 3月 )

(2)都道府県における麻しん対策ガイドライン(平成20年 3月 )

(3)医療機関での麻しん対応ガイドライン(平成20年 1月 感染症情報センター)

(4)麻しん排除に向けた積極的疫学調査ガイドライン(平成20年 1月 感染症情報センター)

-5-



鋏鼈銹  薗鑢躍輻 麓麟鯰欲躊

予防接種後の被接種者の健康状況の変化についての情報を収集し広く国
民に提供すること及び今後の予防接種行政の推進に資すること等を目的とし
ている。

厚生労働省に報告された副反応報告や健康状況調査を検討会において評
価し、報告書を作成、公表することにより、国民が正しい理解の下に予防接種
を受けることができるよう適正かつ最新の情報を広く国民及び医療機関等に提
供する。

鰤 謝鶴樹讐警y蜘醐癬壺地職濡鍮籐癬財my
副反応報告の流れ

副反応報告

(重篤な場合)

接種者数

(通常年単位 )

情報提供

(予防接種後副反応報告書集計報告書の送付)

0予 防接種施行令(昭和23年 7月 31日 政令第197号 )

第7条 1市 町村長は、予防接llを行つたときは、予防接種

を受けた者の数を、厚生労働省令の定めるところにより、

保健所長に報告しなければならない。

O予防接種施行規則 (昭 和23年 8月 10日 省令第36号 )

第3条 :令第7条の規定による報告は、予防接種を受けた

者の数を、疾病別並びに定期臨時の別及び定期につい

てはその定期別に計算して行うものとする。

12結核に係る予防機種については、1月 ごとに前項の計

1算を行い、翌月10日 までに報告するものとする。

専門評価

-6-



鶉 輻 :‐  爛
.

健康状況調査の流れ

調査協力依頼

調査協力依頼

調査協力依頼

調査一覧表を取りまとめて報告
専門評価

情報提供

(予防接種後健康状況調査集計報告書の送付)

1

○薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会

薬事・食品衛生審議会令(平成12年政令第286号 )

○新型インフルエンザ予防接種後副反応検討会

厚生労働省健康局長の私的検討会

医療機関等から報告された副反応の情報は定期的に公表するとともに、検討会にお
いて、報告された疾病とワクテン接種との関連性の評価を行い、ワクチン接種における
安全対策や接種事業の継続等について検討を行つている。
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情報整理・評価

専門家評価
健康局

専門家評価
薬食審

合同検討会開催

冨1反応報告の流れ

接種者数  副反応報告

接種者数 (集計)

副作用報告・副反応報告

出荷本数

情報提供

(厚生労働省HP)

鰤 鰊  蝠 儡 議i魏即翻 謬鱚

予防接種法に基づき定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者が、疾病にかか

り、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡と当該予
防接種との間の因果関係の有無について、医学的・法律的な側面から審議を行う。

○厚生労働省組織令(平成12年政令第252号 )

○疾病・障害認定審査会令 (平成12年政令第287号 )

(大課長2オ )
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|

事務の流れ

姉 鰤 0 (大』黒級祠

予防接種法に基づくポリオの定期予防接種によつてポリオウイルスに2次感染した者に
対して、法の健康被害救済制度の趣旨にかんがみ、救済事業を実施する。

「ポリオ生ワクチン2次感染対策事業実施要綱」(平成¬6年 3月 30日健発第0330019
号厚生労働省健康局長通知
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e AdvisOry Commntee On lmmunization Practices

・ 予防接種の実施に関する諮問委員会



インフルエンザ

麻疹ワクチン

ポリオワクチン   等

尋

・ 米国において、

・ ワクチンによつて予防可能な疾患 (VPD:Vacdne
Preventabtt Dbeases)の発生頻度を減少させる。

・ ワクチンとそれに関連する生物製剤(免疫グロブリン

など)の安全使用を推進する。

■950        1900 ■902  ■904
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鑽

-助言、指導
1響

を選ツΨ異表゙

1山 1邑 L747滅 Л
‐

餞
　
　
　
惨
　
　
　
機

Voting Member(15)

Steettng commktee(6)

Exo■icio members(8)
。政府機関の代表者

Liaison members(22)
廟学会、ワクチン接種、製造、健康保険などに係わる専門家の
団体の代表者



総人数15名

ACIP会議での議決権を持つ

条件:製薬会社、企業などからの研究費、援助、または、アド

バイザーなどを一切引き受けていない

公募され、CDCにより推薦され、HHS長官より使命

任期i4年間

議長:15名のメンバーから選出

メンバーの少なくとも1人は、ウクチンを接種される側から選出



・ 適応と接種スケジユール

・ 安全性と効果

・ 現在の推奨の成果と実施のしやすさ

・ ワクチン供給の平等性

・ コスト(医療費など)

彗他の学会(AAR AAFPなど)の指針との統一

o委員の任期は4年間

ol年に3回の会合 (2月 、6月 、10月 )

o会合は、全て公開

o内容は、インターネットで閲覧可能
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0 1987年 に設 立

o NVPOの責任者にProgramの あり方について助言、指導

0ワクチンの製造、供給、安全性

・ ワクチン開発の優先順位の決定

助言、指導

Recommended immuni2atiOn SChedule for persons Aged O Through 6 Vears―
united states・ 2010

Forthose who fa‖ behind or startlate,see the catch‐ up schedule

=1甘推奨される年

齢の範囲(ハイ

リスク群を含ま
ない)

―
推奨される年

齢の範囲(ハ

イリスク群)

・２
硫ｍｍｍ

４

ｎｔ

一

ｍ

一
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Recommended im:nun12atiCrI Schedu:e for peFSOnS Aged 7 Thr●
ugh 18 Vears― Unlod Stales・ 2釧 0

ForthOse who la‖ behind or start late,see the schedule below and the catch‐ up schedule

躙
推奨される年
齢の範囲(ハ

イリスク群を含
まない)

躙
推奨される年齢
の範囲〈キヤッチ
アップ)

‐
推奨される年
齢の範囲(ハ

イリスク群)

13-10 years
ワクチン ▼    年齢 ●

o日本で任意接種
0インフルエンザ菌b型 (ヒブ)

・ 肺炎球菌(7価、結合型)

・ 水痘

・ インフルエンザ (′卜児)

・ 流行性耳下腺炎

・ B型肝炎

・ 肺炎球菌 (23価、多糖)

・ A型肝炎 (16歳以上)

●ヒトノくピロ~マウイルス (HPV)
おその他、定期接種外のワクチン

。日本で未承認
ロポリオ(不活化)

・ロタウイルス
ロ髄膜炎菌

-8- (2010r6r3現在)



国色_ BCG 3種混合 ヒブ B型肝炎 肺炎球菌 ポリオ 麻疹

イタリア △ ○ ○ ○ △ IPV 0

フランス_ △ ○ ○ 0 ○ IPV ○

○ ○ IPV ○ドイツ △ ○ ○

肛 △ ○ ○ △ ○ IPV ○

○ ○ IPV ○
米 国 △ ○ ○

カナダ △ ○ ○ 〇 ○ IPV

△ □ OPV ○
日本 ○ ○ □

定期接種 □ 任意接種 △ リスクのあるもののみ

・ 国のワクチン安全サーベイランスプログラム

・ 1990年より、CDCとFDAが共同で運営

・ VAERSが機能した例

・ ロタウイルスワクチンによる腸重積(1999)

・髄膜炎菌ワクチンによるGuilbin‐ Barre症候群

(2006)

o年間約30,000件の報告

・ そのほとんどが軽症で、因果関係不明
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o1986年に設立

鬱HRSA(Human Resources and SeⅣ ice

Administralon)の 傘下にある

eCDCが推奨するワクチン接種後に問題となつた

症例への国からの十分な補償

eワクチン1本あたりにかかる税金で運営されて

いる (75 cents/1 vaccine)

・ 韓国版 ACIP

・ 代表:Dr.Hoan Jong Lee(SeOul Naゼ ona:Univ.)

・ 1992年6月 に設立

・ 1994年8月 に法律 (伝染病予防法)下の組織となる

・ 2003年にVVorking Groupを 設立 (12)

・ 2003年にワクチン被害補償委員会がKAC:Pから独立

・ 15名 のメンバーの内、12名が各学会の代表

・ KACIPの推奨事項は法的強制力なし。資金不足、法

律改定の必要性のため推奨が行われないこともあり

-10-
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oヮクチンに関連する様々な職種の代表から構

成

・ 直接国のワクチン政策に影響力を与える

・ 決定事項は国民に全て公表

・ 下部組織の充実(WOrttng Group)

。継続的な審議

・ 各組織、学会との連携

・ (補償制度の整備)

-11-



資料 2-3
厚生労働省厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会における聞き取 り

日本小児科学会の立場か ら予防接種に関する評価・検討組織について

日本小児科学会感染症・予防接種委員会担 当理事

京都第二赤十宇病院小児科 清沢伸幸

感染症に対する対策は侵略から国を守る国防 と同 じ国家戦略であ り、国民の健康を守

らず して、国家は成 り立ちません。 ワクチンは単に個人を守るだけでなく、国その もの

を守ることになります。特に、感染症の標的 となりやすい子 どもを守ることは、 1子来の

国の財産を増やすことにもな ります。

ヮクチンの対象者は子 どもだけではありません。 ワクチン接種の必要な人 口だけをみ

ると、高齢化社会を迎えた本邦では成人の方がはるかに多いことにな ります。 しかし、

接種すべきワクチンの種類は子 どもに多 く、感染症に対 して子 どもあるいは小児期に予

防 しておくことは成人の予防にもなります。それゆえ、子 どもにおけるワクチン接種は

重要で、ワクチン行政に子 どもの医療を担当している小児科医の意見を取 り入れて欲 し

いと考えています。

日本小児科学会は明治 29年 (1896年)12月 3日 に創立され、今年で 114年 を迎 えます。

平成 22年 6月 現在の会員数は 19,905名 で、専門医制度を設けてお り、14,085名 が専門

医の資格を持っています。また、月 1回の和文誌、年 6回の欧文誌を発行し、専門医認

定施設数 523施設あり、ほぼ、主だつた病院が認定施設になっています。現在の会長は

東京大学小児科教授の五十嵐先生です。感染症・予防接種委員会を含め24の委員会と日

本小児感染症学会を含め23分科会を持つ日本の小児科医の最大の組織で、小児科医の代

表組織です。

これまでに日本小児科学会からワクチンや感染症対策に関して色々と要望してまいり

ました。まとめますと

① ワクチンで防ぐことが可能な疾患はすべて防ぐこと

② 水痘、ムンプス、Hib、 肺炎球菌、HPVワ クチンの公費による助成を行うこと

③ 月ヽ学校高学年のDTワ クチンをDPTワ クチンにすること

④ ポリオワクチンを現在の生ワクチンから不活化ワクチンに変えること

⑤ わが国でも四種、五種といつたより多くの混合ワクチンを開発し、承認すること

⑥ 現在の予防接種法の見直しをすること

① 予防接種の将来ビジョンを検討できる継続的な組織を構築すること

この⑦番目の要望である継続的な組織が、厚生労働省厚生科学審議会感染症分科会予

防接種部会が発展したものになることを願つています。

予防接種に関して討議する組織として、他に各学会における感染症・予防接種に関す

る委員会があります。その学会間の横のつながりとして、三者協 (日 本小児科学会、小

児保健協会、日本小児科医会)、 予防接種推進専門協議会などがあります。いずれの組織

も討議が中心で、そのメンバーの多くが重複しています。今回の間き取りの主目的であ
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る 「予防接種 に蘭す る評価・検討組織について」の文言に 「評価」 とい う言暮が含まれ

ています。評価す るためには調査す ることな しに不可能ですDそれゆえ、審議す るだけ

でなく、調査研究 も一体化すべきと考えています。現在、厚生労働省 として感染症や予

防接種に関係する研究班会議 として国費 (現在、予防接種に関する主な研究 として 6つ

のテーマで約 1億 9千万円余)が使われています。 しかし、現状では とても十分 とはい

えず、今回、この よ うな部会ができたものと考 えます。わが国においても、長期展望に

立つた開かれた予防接種の実際に関して検討す る場が必要であり、その組織を運営する

ためには、予防接種 に関するエ ビデンスを整理できる人員 と予算が必要であると考えま

す(日 本版 ACIP)。 もし、日本版 ACIPが できたならば、調査研究も一体化 させ、その調

査結果をもとに、開かれた形で審議 し予防接種のあ り方を提言 し、提言があれば直接行

政に反映 され るようになることを望みます。

次に、ワクチン接種のあり方についての提言や公費による助成も大事ですが、国民に

ヮクチンを受 けさせ るように仕向けることも大切です。そこで、ワクチン接種率向上に

向けた私な りの私見をのべ させていただきます。

現在、国や製薬会社の広報活動 としてポスタ~やチラシが配 られています。その効果

は不明確でそれ よりも、テ レビによる視聴覚 に訴えるのが最 も効果的 と考えられます。

アメ リカの有名テ レビ ドラマで緊急救命室「ER」 とい うシ リーズがあります。現在 もⅢK

にて放映 されています。その中に、麻疹を取 り上げた内容があり、その内容は非常によ

くできてお り、麻疹 とい う病気の怖 さ、それ を予防するワクチンの大切 さ (合併症や副

作用の問題を含む )、 感染症が発生 した時の園における危機管理など非常によくまとまつ

ています。番組 として取 り上げられている部分だけをまとめると 7分程度にな ります。

もし、この内容を乳幼児の集団検診時などあちこちで放映することができれば 「百間は

一見にしかず」の効果を得るだろうと思います。

マスコミの記事 を通 じての警鐘や接種勧奨です。 しかし、

てお り、た とえ、一面に大きく掲載 されていても、知 らない

多いのに驚か されます。

麻疹・風疹 ワクチンの接種状況が調査され、接種率が地方 白治体ごとに報告 されてい

ます。 どの市町村 も積極的に指導勧奨が行われているt)の の大都市の接種率が下位を占

めています。転入転出の多い大都市では人 口動態か らみて、接種対象者 を逐一把握 して

ぃくことには限界があると思います。

日本における集団の健康が最 も守 られてい るのは学校です。高等学校までは養護教諭

の存在が義務付け され、学校保健法によつてきめ細かに規定されています。 もし、入学

時点におけるワクチン接種の義務化ができておれば接種率は飛躍的に向上するでしよう。

一方、ワクチン未接種者に対する養護教諭か ら家族への指導も大切です。例 えば、麻疹・

風疹二種混合ワクチンの接種年齢を小学校入学する前の 1年とするよりも、1年生の 2学

期まで としておけば未接種者はかな り少なくなったで しよう。一方、学校教育において

ヮクチンや感染症の予防に対する教科内容が乏しくt子 ども達に対する教育が十分では

ありません。その点をまず改善する必要があるかと考えます。

新間を読まない世代が増え

、見ていないという方々が
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現在、ほとんどの平L幼児が幼稚園か保育園に通園 しています。 これからはますます乳

幼児の保育が必要 となることが予測 され、出産数の減少があるにもかかわらず待機児童

の問題が大きく取 りざたされています。最 も感染症に過敏性のある平L幼児が通 う保育園

では健康を守る職種が義務化 されていませんD児童福祉法で 0歳児のいる保育園では養

護担当の者は義務化 されていますが、保育士を兼ねることができます。まず、児童福祉

法を見直 して、保育園、幼稚園において養護 を担当する職種 と居室を義務化 させ ること

です。そ して、園の危機管理 としての予防接種・感染症調査を行い、未接種者に対 して

接種指導をさせ ることが接種率向上につながるものと考えます。京都で行つている、感

染症・予防接種既往調査の調査票 と目的文を資料 としンて提出いたします。 ご参考にして

ぃただければ幸いです。

最後に、こういつた発言機会をいただきま したことを感謝いた します。本 日、述べた

ことが 1日 でも早 く実現することを望みます。
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小児期感染症の感受性者および予防接種歴調査を行 う目的と方法

【目的】この調査の目的は二つあります。

(1)園 内で感染症が流行 し、健康なこども達が次々に病気に陥る危険性を

少なくするために予防対策を講じることは園の危機管理の一つです。今回

対象 として選んだ感染症は小児期に多く、重篤な合併症を起こすおそれが

|あ
り、いずれも予防可能な疾患です。

(2)いずれも予防可能な疾患であることから、感染を受ける可能性の高い

こども達に予防接種を受けさせることを指導することによつて感染の危険

′陛から守ることにあります。

【方法l

(1)園児全員の ご家族に感染症・予防接種調査票を配布 していただきます。

(2)回収 した調査票か ら感染症・予防接種集計票 を園児全体に記載 します。

(3)感染症・予防接種集計票か ら感染症感受性名簿を作成 します。 これを作成す ること

に よ り、園内に誰が どの感染症 に罹患す るおそれがあるか一 目瞭然にわか ります。

(4)1歳児 と 5歳児については麻疹 とDPTに 関 して予防接種不足者名簿を作成 し、この

1  名簿に記載 された園児が一人 もいな くなることが最大の 目標であ り目的です。

(5)調査票か ら集計表、感染症感受性名簿、予防接種不足者名簿の作成は手間隙がかか

りますので、入力用 ソフ トを作成 しています。誰でもご利用が可能です。

予防接種 の接種率を向上 させ るためには保育園、幼稚園の役割が最 も重要です。ご協

力 よろしくお願い します。

なお、この調査は研究を 目的 としたものではあ りません。園が 自主的に行 うことを手

助 けす るための方法論です。

京都小児科医会・京都市学校医会
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園名

感染症の予防接種“既往歴調査票

クラス名 :

園児名 :

年齢 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

保護者
確認欄
TH仕
確認欄

1 下記の病気にかかつたことがありますか?ある場合は発症日時と診断した医師名をご記入下さい。

診断した医院 (病院)名

1 麻疹 (はしか)

2風 疹 (三 日はしか )

3 水痘くみずぼうそう)

2予 防接種歴について

予防接種名 接種回数 接種の有無 接種日時

l BCG 1回 目 接種 ・ 未接種 年 月 ( 歳 )

2 DPT(三種混合ワクチン)

注   百日咳、ジフテリア、破傷風

意 DT(二種混合ワクチン)

|….淵 雅」―一―

第 1期 1回 目 機種 ・ 未接種 年   月(  歳)

第 I期2回 目 接種 ・ 未接種 年   月(  歳)

第 1期3回 目 接種 ・ 未接種 年   月(  歳)

第 I期追加 接種 ・ 未接種 年 月 ( 歳 )

第Ⅱ期 機種 ・ 未接種 年 月 ( 歳 )

3 MRワクチン

麻疹・風疹混合ワクチン

1回 目 接種 ・ 未接種 年   月(  歳)

2回 目 機種 ・ 未接種 年   月(  歳)

4 麻疹単独ワクチン 1回 目 接種 ・ 未接種 年   月(  歳)

2回 目 接種 ・ 未接種 年  月(  歳)

5 風疹単独ワクチン 1回 目 接種 ・ 未接種 年 月 ( 歳 )

2回 目 機種 ・ 未接種 年   月(  歳)

6 日本脳炎ワクチン 第 I期 1回 目 接種 ・ 未機種 年 月 ( 歳 )

第 1期2回 目 接種 ・ 未接種 年  月(  歳)

第 I期追加 接種 ・ 未接種 年   月(  歳)

第I期 機種 ・ 未機種 年   月(  歳 )

7 ポリオワクチン(′ 1ヽ児マヒ) 1回 目 接種 ・ 未接種 年  月(  歳)

2回 日 接種 ・ 未接種 年 月 ( 歳 )

8 水痘ワクチン 1回 目 接種 ・ 未接種 年 月 ( 歳 )

2回 目 接種 ・ 未接種 年  月(  歳 )

9 ムンプスワクチン(おたらヽくかぜ)

(流行性耳下線炎)

1回 目 機種 ・ 未接種 年 月 ( 歳 )

2回 目 機種 ・ 未接種 年   月(  歳 )

10 Hbワクチン(B型インフルエンザ首) 接種回数にOを (o1234) 未機種は0にOを

11肺炎球菌ワクテン 接種回数にOを (01234) 未接種は0にOを

注意 :DPTと DTはどちらかに0を付けてください。
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京都小児科医会・京都市学校医会



資料 2-4

予防接種に関する評価・検討組織の

あり方等について

H.22616
予防接種部会資料

(社)細菌製剤協会

宇野信吾

雄5Ⅲた細菌製剤協会

>予防接種に関する恒常的な評価口検討組織の設置

→→米国におけるACiPのような、ワクチンによつて予防可能な疾患 (VPD)に 関する助言や

指導、ワクチン接種の回数・間隔・注意点等を定期的に国に提言する組織の設置が望ましい。

>ワ クチ ン行 政 に 関 わ る各 部 署 を調 整 (統合 )する機 能 の 強 化 整 備

→→ 米国におけるNVPOの ような、関係機関、関係部署を統括し、ワクチン開発を含めた

国の総合的な予防接種施策の立案、実施に責任を持つ横断的組織の設置が望ましい。

>中期的・長期的な 感染症′ワクチンに係る国の政策の明確化

→→ ワクチンで予防可能な疾患(VPD)に ついて “どれを何時までにどうする"、

“いつまでに定期化する“等の国の政策が明らかになることで、企業において、

より的確な開発判断が期待できる。
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【評価・検討組織への期待】
。数年先までの具体的評価検討予定(アジエンダ)の作成公表

・先を見越した議論の実施
0関係企業としての意見陳述の機会の確保

【中長期政策の明確化への期待】
・国としての予防接種/ワクチンに関する中長期的な政策の策定

とともに、当該政策の実行を統括調整する機能の強化。

企業としての開発計画、生産計画等がより的確に

立案できる。

興 細菌製剤協会

(平成21年4月 HSレポート規制動向調査報告書
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料 2-5

予防接種 に関す る 「評価・検討組織 」のあ り方について

2010年 6月 16 日

日経 BP社 日経メディカル編集部 北澤京子

① 感染症サーベイランス体制を充実させてほしい

第 8回部会および新型インフルエンザ対策総括会議で指摘されたように、インフルエンザに限らず、

感染症のサーベイランスが不十分 (=“分母"が分からない)であることは、予防接種対策だけでなく、

感染症対策全般にかかわる大きな問題 と思います。評価・検討組織を考える前にまず、感染症サーベイ

ランス体制を充実させていただきたいと思います。加えて、集めたデータを研究者が閲覧・利用 しやす

くするというご提案 (第 8回部会、資料 5-3)も 重要と思いました。

② 幅広いステークホルダーが対等な立場で参加できるようにしてほしい

現在、審議会委員の人選は事務局 (=厚生労働省)が決めてお り、必ずしも多様な立場の意見が反映

されているとは限りません。評価・検討組織は、ワクチン接種を行 う側、受ける側の双方をはじめ、予

防接種にかかわるすべてのステークホルダーが対等な立場で参カロ、議論できる場であつてほしいと思い

ます。本部会では、委員やヒア リング対象者に限らず、様々な方の意見を今後の議論に反映させる目的

で、一般から意見を募集しました (第 7回部会、資料 4)。 事務局は、寄せられた意見をご報告ください。

③ 委員の利益相反 (COI)を開示 してほしい

医薬品 。医療機器等の医療関連産業に関係のある問題を審議する審議会/検討会はすべて、各委員の当

該業界 との間の COIを 開示すべきだと思います。これはすぐにでもできることなので、本部会でもぜひ

ご検討ください。評価・検討組織においても、委員の COIの 開示は当然なされるべきです。

④ 接種対象疾患やワクチンは、柔軟に追加/変更できるようにしてほしい

現在、予防接種法に一類疾病が明記されている (第 2条 2)ために、対象疾患の変更に際 して法改正が

必要となり、機動的な対応ができない点は問題です。評価・検討組織での検討に基づいて柔軟に追加/変

更できるようにしていただきたい と思います。

⑤ ヮクチンの有効性は「患者/国 民アウトカム」で評価 してほしい

ワクチンは、承認段階では代用アウトカムが評価され、真のアウトカム (=患者/国民アウ トカム)は

市販後に確認するしかないにもかかわらず、肝心の接種後め評価が不十分であるとの指摘がありました

(第 7回部会資料 2‐ 2、 2‐ 7)。 ワクチンの有効性評価は、治療薬に比べて難 しい点が多いことは理解でき

ますが、「有効かどうか分からない」ワクチンの接種を国民に推奨することはできないと思います。また、

長年にわたつてワクチンが接種 され、感染症の発生が減っている状況では、一人ひとりの接種者にとつ

て、今ワクチンを接種することの意味は少なくなると思います (ワ クチンを打っても打たなくても病気

にかからない可能性が高い)。 評価・検討組織においては、当該 ワクチンが本当に社会全体の利益になる

のか、国内外の疫学研究等のレビューを含む実証的な検討に基づいて判断してもらいたいと思います。

⑥ 経済評価は実現可能性を精査 してほしい

ワクチンに限らず、医療技術評価に経済評価 (第 8回部会資料 4‐ 1,2)を加味することは、英国などで

行われています。しかし、日本で実施する場合、モデル作成に老、要な諸データが入手困難 (ま たは入手

不能)な ことが予想されます。その場合は何 らかの仮説・推測の基に経済評価をせざるを得ませんが、

そ うして得られた結果が政策決定に適用できる (程度に妥当性が高い)かどうかについては、精査が必

-1-



要と思います。また、ワクチン接種にゴーサインを出す際の増分費用対効果比 (ICER)の間値をいくら

にするかについて、日本ではまだ十分な議論がなされていないのではないでしょうか。

⑦ ワクチンの副反応情報は幅広く収集 し、健康被害の救済につなげてほしい

有効性の評価 と同時に、害の評価も重要な課題です。この点について、予防接種法に基づく報告 と薬

事法に基づく報告の 2通 りがある (第 8回部会)た め、凰l反応情報の収集がかえつて徹底 しないおそれ

があるのではないかと感 じました。両者間で報告する範囲や内容が異なることも問題です。

根拠となる法律は薬事法に統一し、報告範囲等は両者を統合して、①定期接種に限らず全ワクチンが

対象②重篤な副反応 (既知・未知)は企業に報告を義務付ける③非重篤な副反応は基準に沿つて報告④

報告段階では因果関係の有無を問わない⑤患者や保護者からの直接報告も受け入れる一― とすればよい

のではないでしょうか。ワクチンに限らず医薬品全般について、日l作用情報は、企業や医療機関からの

報告に限定せず、患者や保護者からの直接報告もできるようにしていただきたいです。

健康被害の救済に関しては今後の部会で議論されることと思いますが、接種者自身の利益だけでなく

社会全体の利益のために国がワクチンの接種を推奨する以上、健康被害についてはできるだけ幅広く情

報収集し、幅広く救済する方針で臨んでいただきたいと思います。

●その他、事務局への質問

①  「予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部

を改正する法律案」について

事務局から、本部会の第一次提言 (2月 19日 )を基にした上記法案の報告がありました (第 6回部会、

資料 3)。 国会での審議状況についてご説明ください(衆議院ウェブサイトでは「審議中」の表示、174‐ 54)。

② 2010/11年シーズンのインフルエンザワクチン株について

事務局から、2010/11年シーズンのインフルエンザワクチン株について、WIOの 推奨を踏まえて

力HlNlを含めた 3価 ワクチン (A/H3N2、 B、 力HlNl)を製造し、新型ワクチン (A/HlNl)希望者

に対しては備蓄ワクチンで対応する旨の説明がありました (第 6回、資料 6)。 その時点では、正式な株

の決定は 6月 ごろになるとの説明でしたが、既に決定しているなら教えてください。また、その場合、

インフルエンザワクチンの接種対象者はだれになるのでしょうか。

③  「新型インフルエンザワクチン開発・生産整備臨時特例交付金」について

事務局から、上記の特例交付金 (平成 21年度約 1170億円)の交付先や金額については早急に結果を

まとめる旨の報告がありました (第 8回、参考資料)。 結果についてご報告ください。
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資料 3Tl

予防接種に関する情報提供の現状について

平成22年 6月 16日

厚生労働省 健康局 結核感染症課

予防接種法においては、

○予防接種法では、国は、国民が正しい理解の下に予防接種が受けられるよう、予防
接種に関する知識の普及を図るものとされている。

〔
予
堪掩ξ薔質ポ奎謳 解の下に予防接種が受けられるよう、予防接纏に関する知識の喜及を図るものとする。      〕

○予防接種法施行令では、市町村長は、予防接種の実施について、公告を行う他、被
接種者等に対し、接種期間や注意事項等について周知するものとされている。

〔暮鬱炒 [鯰鍮 [甲藤 前 町輔鵬 鵜珂

曇
「

「

ノ

該



【定期(一類疾病及びインフルエンザ)の予防接種実施要領】

①予防接種の概要、予防接種の効果及び副反応その他接種に関する注意事項等につ
いて、十分な周知を図る。

②予防接種の対象者の保護者に対して、予防接種の種類、予防接種を受ける期日又は
期間及び場所、予防接種を受けるに当たもて注意すべき事項、予防接種を受けること
が適当でない者、接種に協力する医師その他必要な事項を周知すること。

③保護者に対する周知を行う際は、母子健康手帳の持参、費用等も併せて周知する:

④予防接種の対象者に外国籍の児が増えていることから、英文等による周知等に努め
る。

⑤一類疾病に係る定期の予防接種を行う際の周知方法については、やむ得ない事情が
ある場合を除き、個別通知とし、確実な周知に努める。

新型インフルエンザワクチシ接種に関する情報提供

【新型インフルエンザ(A/HlNl)ワ クチンの接種に関する事業実施要綱】

新型インフルエンザワクチンの安全性や有効性、ワクチンの接種スケジュール、接種
場所、必要な書類、接種費用などの接種に必要な情報を国民等に幅広く周知する。

①国は、ワクチン接種に係るデータの収集、分析を行うなど十分に安全性や有効性の確
保に努めるとともIF、 その安全性や有効性に関する知見等について、各種の広報媒体
を活用して積極的かつ迅速に周知する。また、接種事業の趣旨や内容等について周
知する。さらに、最新の知見等を踏まえたワクチン接種に係るQ&Aの作成や地方自治
体が活用できるパンフレット案の提示など、地方自治体の情報提供を積極的に支援す
る。

②都道府県等は、ホームページ、パンフレットt広報誌等の様々な広報媒体を活用し、地
方自治体ごとの具体的な接種スケジュールや受託医療機関のリスト、接種費用、ワク‐
チンの有効性・安全性に関する情報、相談窓日の連絡先など、接種に必要な情報につ
いて、住民に対して周知する。

③市町村は、市町村は、受託医療機関のリストや市町村における負担軽減措置の内容
等について、都道府県に提供するとともに、都道府県と連携しながら、広報誌やホーム
ページ等を活用して、接種が受けられる時期、受託医療機関のリスト等について、住民
に対して周知する。

-2-





真体的取り組み内容(j)

予防機種

感豊働tら子ども(自分0子どもはもちる仏まわり0子 どもたちも)を守

るために、予

"燎

量は,■にあ員の1い手RO―つてす。子どもたちの健康を

守るf_めに予防,l10動果と口長|をよく理解し、予訪

'■

を受けましょう,

0予防摯■を受ける時臓

予防機種を受ける時期は■のようになつています。110:望 ましい崎■,

は予防効果と安全性の面から、それでItO予防麟臓を受lfることが絶霙されて

いる時珀です。この時10旱い段階で予防揆3を受けるよう0メ けましょう。

なお.受け損わた1合は次回の適りな書鶴1級けられるよう、市glr村の■■

や保健所、市町ll保量センター、かかりつけ【に日い合わせてください。

●予防接1を受ける|に

予防機種はからだ0口子の良いときに受けましょう。心配のあるときll、 市

区gr■
11ゃ民慟舜.市町1,颯センターの担当者やかかりつけOE野に相淡

してくださιヽ,また予防接lEに 鵬する広報等11.よ く饉んでおきましょう。

0予防接■を受ける時に

予妨餞■を受けに出かける●:ミ ♯■をllつ てください.

あらかじめ■市された予′栞のま意事項をよ(■み、千滲票に■■にE入 して,

この手幡とともに時って,きましょう。

これは予臨燎uを してもよいかどうかを青断する0に■■です(なにか気にな

るときは、よく医暉lt48談 してください。

また子どもの健燎択itよ く,つている保菫書が連れて,きましょう。

|からだに■,メある場合には、予訪接1を受けら4tないことがあります

からだに員常があると、予防接[を受けたために自気が患4Lしたり、■反応

が強くなることがありますので、このような4合には予防1種 を受けることが

できません。

1` 機がある、あるいは3性の1気にかかつてtヽる

2. これから受けようとする予防麟■と同じ予防接■で、過去に異常を■

したことがある

その他にも予訪燎Iを受!するのに不適切11合もありますし、逆に麻気がお

つても受けた方がよい1合もありますから、その子の健童状構をよく知つてtヽ

るE“ (主治E)に相饉してください,

0予防機1を受けた後に

予

"機

種を受けf_あ と30,相 は、E壼棧■年でIIIを みるか、医

“

とすぐ

に違発をとれるょうにしておきましょう,入浴は■し支えありません力:、 わぎ

と注射した勝分をこすることはやめましょう。検薔当日は、はげしい運動はき

けましょう。万―高い麟が出たり、ひきつけを起こすなど異常が認められれは、

すぐにE郷の摯窯を受けて〈ださし̀ヽ

0指定された同時に受けられなかつた場合

予防機種には:何日かにわたって受けなければならないものもあります。指

定日に機種を受けられなかったときには、かかりつけのE剛こ相麟してみまし

たう。

0予肪織轟を受ける4n:次の裏を

'■

にしてください。

1

日ヽ腱 了ヽ |●月●L●‐ |お lヽ 1ヽ饉

嗜ジンテllア 瞼0こ■●卜子フイド|,ロ

腱燎
"● "し

ん澤̈
=●

ヮクテンを1口、ヌ

“

腱

口
"lt●

|～ヮク,シ■
`麟

■
==お

し
～
ワク,

＼

．
＼

2● 5由口
=ア

●Mで,薇
"∝

瀬=お

綸彙
"●
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料3-2

平 成 22年 2月 22日
中 学 校 校 長 会 資 料

杉並保健所健康推進課

,r/

子宮頸がんワクチン接種事業について

1子宮勁 ミんとは

○ 子宮の入り口にできるがんで、「ヒトパピローマウィルス饂

"」
の感染が原因です

`国
内で

は、年間1万人以上が発症し、約3,500人が死亡していると言われています。

罹患者は30～40代が家 、最近では20～ 30代の若い患者が増えています。

○ この予防フクチン「サーバリックス」(英グラクソ・スミスクライン社)が、厚生労働省の製造販売
'

承認を得て、平成21年12月 に販売開始となりました。

「サーバリックス」は、10歳以上の女性が接種対象で、半年以内に3回の接種(接種費用は3

回計で約5万円)が必要です。フクチン接種は、中学生段階(11～ 14歳)が最も予防効果が高

いとされています。

2ワクチン接種事業の実施

〇 区では、子宮頸がんがワクチン接種と1舞″ゴつことでほぼ100%死亡を防止できるものであ

ることから、中学進学者の女子を対象に、必要とさ,朦33回分のワクチン接種の全額助蛯 行う

こととし、平成22年度予算案に所要経費を計上しました

O今後、学校関係者等による検討会議を設置し、保護者向けのわかりやすく効果的な啓発の仕

方やそのための適切な資料の作成、医療機関による接種方法等の具体的な検討を進め、本年

7月 を目途にワクチン接種事撲をスタートさせたいと考えています。

「子宮頸がん罹患率の年齢別推移  出典:国動 んヾセンターがん対策艇 ンター」

年
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3今後の進め方

(1)(仮称)子富頸がんワクチン接種検討会の設置

○ 本年3月 に学校関係者等による検討会を設置し、事業実施に向けた具体的な検討に着手

します。

《委員静 ンバニω 》

。中学校長会、養護教諭研究会中学校部会、中学向円A協議会からの推薦者

。保健予防課長、保健予防課保健師、上井草保健センター所長 (医師 、学務課長、学務課保健師

※委員は合計で8名議 事務局は、

―

担ゞ当

《主な検討事項 (,0》

。保護者に対する啓発方法の検討 ～パ″ レット、ポスター、チラシの作成、講演会等の実施など

。実施方法、スケジュ早ルの検討 γ助成方式(クーボン券による助成等)、 医療機関の周知。案内、事業

実施時期など

(2)ワクチシ接種事業の標要(現時点での考え方)

○ 事業開始 本年7月 頃

○ 対象者  新中学1年生好 約1,600人

○ 受診率  約30%(見込み)

○ 補助率  100%(3回の接種で約5万円)

○ 助成方法 有効期陛 ～3年間のクーポン券方式

【連絡先】

杉並保健所健康推進課長 大澤 章彦

【担当】

杉並保健所健康推進課健康推進係

、  久保田、大屋

薔 舌 3391-1015
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政 策 調 整 会 議 資 料

平成 22年 5月 26日
杉並保健所健康推進課

子宮頸がんワクチン接種事業の実施について

平成 22年度から、中学生女子 1年生を対象に、将来のがん発症予防及び健康な

生活を生涯にわたって過ごせるよう、子宮頸がんワクチンの接種事業を、以下のと

お り開女台する。

1 事業開始の理由

① 子宮頸がんワクチン接種については、既に海外百力国以上で実施 され、その

予防効果 も実証 されてお り、日本でも昨年 10月 に承認、12月 に発売 とな
ったため、接種事業開始の環境が整ったこと。

② ワクチン接種により約 7害1の子宮頸がんの発症を予防 し、ガンの発症による

死亡や出産の不能、後遺症のリスクを回避することができること。

③ ワクチンの安全性も他の予防接種 と同等またはそれ以下であり、一刻 も早 く

事業開始をすることで、将来の区民の生命、身体の安全・安心を保てること。

2 接種対象者

平成 22年度に中学 1年生 となった杉並区在住の女子 約 1, 600人
(平成 9年 4月 2日 生まれ～平成 10年 4月 1日 生まれの女子 )

3 事業の内容

接種対象者に 6ヶ 月の間に 3回のワクチン接種を行い、費用を全額補助する。
○第 1回 目の接種期限  平成 23年  3月 31日

(第 1回 目の予防接種は、 1学年の うちに行 う)

○第 2回 目の接種期限  平成 23年  5月 31日
○第 3回 目の接種期限  平成 23年 11月 30日

※ 1回 目接種後、杉並区外に転出した場合も、杉並区の指定医療機関であれば引き

続き接種可能

4 接種費用及び接種医療機関

1回当た り 17, 000円 (3回で 51, 000円 )

杉並区医師会の研修会を受講 した医療機関  医師会 と契約
※但し、医師会未加入の医療機関であつても医師会の研修を受講すれば同条件で個別

契約

5 事業の開始時期

平成 22年 7月 20日 (火 )

6 事業の流れ

①  「予診票」及び 「子宮頸がん予防接種のお知 らせ」等を対象者の保護者あ
て郵送する

② 同封 されている「子官頸がん予防接種医療機関一覧表」に記載 されている

-3-



中から希望の医療機関を選び、予防接種の予約を行う

③ 接種当日に「予診票」に必要事項を記載し、予約医療機関で接種を行う
※ 予診票を持参しない場合は、接種費用は全額自己負担

④ 母子手帳に接種記録を記載する

⑤ 接種当日は、保護者が同伴する

保護者以外の方 (祖父母、保護者の友人等)に同伴を依頼する場合は、委任

状が必要

⑥ 予診票により、杉並区医師会を通じて費用を請求する

7 これまでの経過と今後の予定 (周知・啓発について)

2月  中学校長会、養護教諭研究会中学校部会、中学校PTA協議会へ事業説

明

3月 上記代表者、保健所関係者で検討会設置
4月  区立中学校入学式で保護者宛の 「保健所からのお知らせ」配布

区内私立中学校には校長宛事業説明書郵送

5月 養護教諭、保健師向け研修会 (5月 11日、 21日 )

政策調整会議報告・了承 (5月 26日 )

対象者全員の保護者にお知らせの送付 (5月 26日 )

6月  区議会保健委員会報告 (6月 10日 )

杉並区医師会主催の医師会員向け研修会 (6月 11日 )

第 2回検討会の実施 (学校でのPR方法について)

保護者向け講演会の実施 (6月 20日 )

7月 対象者の保護者宛、予診票等送付 (7月 13日 )

事業開始 (7月 15日 )

8 その他

① 他区の状況

渋谷区  10～ 19歳に1万円の補助

江戸川区 二定で補正により実施予定 (中 学生女子全員 全額補助)

江東区  二定で補正により実施予定 (中学生女子全員 全額補助)

中央区  小 6～中3を対象予定だが詳細未定

②ワクチン接種のお知らせとともに、子宮がん検診受診のPRも実施する。

-4-



～子宮頸がんから命を守るワクチンをプレゼ≧

保護者各位

杉並保健所からのお知らせ

子官頸がんはt子官の入り口にできるがんで、「ヒトパピローマウィルス(HPV)」

の感染が原因です。国内では、年間8000人以上が発症し、約2,500人が死亡し

ていると言われています。

罹患者は30γ 40代が多く、最近は20～30代の若い患者が増えています。

この子官頸がんを予防するワクチンが、厚生労働省の製造販売承認を得て、平

成21年 12月 に販売開始となりました。このワクチンは、10歳以上の女性が接種対

象で、中学生段階(11～ 14歳 )が最も予防効果が高いとされています。

半年以内に3回の接種が必要です。

区では、子官頸がんが、ワクチン接種と検診を行うことで、ほぼ100%死亡を防

止できることから、中学進学者の女子(平成9年4月 2日 生まれ～平成10年 4月 1日

生まれ)を対象に、必要とされる3回分のワクチン接種の全額助成を行います。

助成制度の開始は、夏ごろを予定しています。事業開始時には、杉並区に住民

票のある、対象者の保護者に、ご案内します。接種時期や医療機関等の詳細につ

きましては、決まり次第、広報等でお知らせいたします。

問い合わせ先 :杉並保健所 健康推進課

住所 杉並区荻窪5-20-1
TttL 03-3391-1015

111■
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中学1年生女子の保護者の方へ

杉並保健所からの機知らせ

≧ン・申学入学お祝いワクチ
~～

子宮頸がんから命を守るワクチンをプレゼント
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子宮頸がんは、若い女性に増えており、ウイルスの感染が原因でおこる病気です。年間1

5,000人が発症し、3,500人が死亡していると言われています。

この子官頸がんを予防するワクチンが、平成21年 12月 に販売開始となったのをうけ、区

では、中学1年生の女子(平成9年4月 2日 ～平成10年4月 1日 生まれ)を対象に、子官頸

がんワタチン接種費用の全額助成を行います。

接種対象者には、保護者宛に7月 中旬、「予防接種予診票」、「予防接種のお知らせ」、

「指定医療機関名簿」等を郵送いたします。

予防接種予診票等が届きましたら、指定医療機関で予約し予防接種をお受けください。

子官頸がんの予防接種は6ヶ月の間に3回接種します。初回の予防接種は、中学1年生

(平成23年 3月 まで)の間に接種していただきます。

★ 助虚鶴青躁始前 こヽ子t頸がんワクチンの予防接陸 行つた場合建J堕盛の星

象になりませんので、ご注意くだ塾 。ヽ

子官頸がんは、ワクチン接種と検診で早期発見することで、ほぼ100%死亡を防げます。

別紙のリーフレットをお読みください。

区では予防接種開始にあたり、子官頸がんやワクチン接種、効果、副作用についてな

ど、保護者向けの講演会を別紙のとおり行います。ぜひご参加ください。

問い合わせ先 :杉並保健所 健康推進課

住所 杉並区荻窪5-20-1
TEL 03-3391-1015

争 貯 01戯 や 瘤 中 奪



子宮頸がんとは、子宮頸部 (子宮の入り日付

近)にできるがんです。 以前は 40歳以上が大

半でしたが、今は、20歳～30薦代で増えていま

丸

子官頸がんの初期は自党症状がほとんどない

ため、しばしば発見が遅れてしまいます。

子官頸がんが進行 した場合は、大きな手術と

なり、妊娠 。出産が望めなくなることもありま

す。

1'管かA′

7■
「

部

子宮体かん

|

子冨

‘

―
―

子官頸がんはHPV(ヒ トパピローマウ牙ルス)の感染が原因です。

HPVは皮膚や粘膜に存在するごくありふれたゥィルスで100種類以上の型があります。
子官頸がんになるのは、そのうち15種類で「発がん性 HPV」 と呼ばれています。HPvの感
染は主に性交渉で起こりますが、特別なことではなく、性経験のある人なら誰でも感染し

ます。

発がん性 HPVに感染しても、多くの場合、感染は一時的でウィルスは自然に排除されま

す。しかし、長い問感染が持続すると子官がんを発症する場合があります。また、感染の

機会があれば、繰り返し感染づ
~る

可能性がありまづ、

だ
″.'ご

れ

'こ

1.::耳堪墓勇勇 漕暮u三
、

｀   のは、ごく一部の人です。

発がん性 HPVの うち約60バーセントをしめ

ると言われている 16型・18型を予防するワ

クチンがありますtこ υ)ワ クチンを性経1検が

1〔いうちに接種することで、HPV16型 。18型

の子官頸がんを、ほぼ 10o%予防することが

できます。特に、HP'16型・18型はその他め

発がん性 rlに比べてがんになりやすく、進

行が早いといわれています。

日本人の子宮颯it/vII者 の発力%`」雪pllilil率
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フクチンは、半年の間に合計 3口接種します。(初回、lヵ月後、6ヵ 月後)3回接種

することで、十分な効き目が得られます。フクチンは、肩に近ぃ輝の筋肉に接種します。

子宮頸がんを予防するワクチンは、16型・ 18型を予防しますが、その他の発がん性 lIP'

は残念ながら防ぐことはできません。

そのためヾ20歳になつたら子宮頸がん検診を受ける必要があります。定期的にがん検診

を受けることで、早期のうちに発見ができ、子宮のほとんどを残すことができt妊娠 。出産

も可能です
`       ,

ワクチンと子宮頸がん検診をあわせて行うことで、ほぼ 100パーセン ト死亡をふせげま

す。
｀

①
枷

1嘲 9皆ざん、子宮頸が鷹 診抵 け0量 れ 、?

1 杉並区では 2年に 1度、自己負担 1,0∞「 1で 子官頸がん
1   ^_′  、 _ ._   .  ^ ―ヽ t  ヽ ′…Ⅲ …._ ―一‐̂'・  ^・ ― ・

ワクチンで

感染予防

定期健診で

早期発見

―塁

①
前がん病変

子宮がん検診希望

住所

氏名

生年月日

年齢      ,
電話番号

これからは、中学生

で予防接種。20歳過

ぎたら子宮頸がん検
診 :! だね。

予防 しきれなかつたがんをここで発見

[申 し込みち問合せ先】 1
杉並区荻窪5-.20-1

03(3391)

7二 〇〇51
杉並保健所 健康推進課

015
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子宮頸がんは、子宮の入り口にできるがんで、「HFバヒトパピローマウィルス)」 の感

染が原因です。国内では、年間約15,000人が発症し、約3,500人が死亡していると

1言われています。 区では、中学 1年生の女子を対象に子宮頸がんの予防接種費甲の I
I助成を行います。この機会に、子宮頸がんについて学びましよう。          11功 炒 ∝ 馴 JV｀ 工
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☆ 20代で子宮がんになつた方の体験談も予定しています。

杉並区立勤葡福社会館 ホーし
杉並区桃井4-3-2

300名  (申込順で定員にな り次第締め切 り)

☆ 申b込みは電話又l~aFノ寧:(住所 。氏名 。電話番号在明記)

で健康推進課へ.

電話  03{3391)司 015 
「

AX 03(3391)1927

女子中学生の保護者 e区民

講師プロフィール:周産期学、ウィミンズヘルスが専門。

弘前大学医学部卒業後、東京大学医学部産婦人科学教室

入局、都立墨東病院周産期センター産婦人科医長などを

経て、2002年にウィミンズ 。ウェルネス銀座クリニ

ックを開院。

2003年 には、女性の心と体、社会とのかかわりを総

合的に捉え、健康維持を助ける医療 (女性外来)をすす

める会「女性医療ネットワーク」を設立、全国230名
の女性外来医師 。女性医療者と連携して活動している。
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無 料

杉並区立勤労福祉会館 ホこル
杉並区桃井4-3-2

OJR中央線西荻窪駅から徒歩 15分

0西荻窪駅北回からバス (井致駅行きまたは荻窪駅行き)桃井四丁目下車
0荻窪駅北日からバス (0番・ 1'番乗り場から乗車)桃井四丁目下車
0西武新宿線井載駅からパス (西荻窪駅行き)桃井四丁目下車   '

三 日索 EIrf宿

車での来場はご遠慮ください。

「 ■    1

地口」
ぷ 襲

ず

中 駆

又 奮
奮 講

月 ぶ 墳 薦

:

邸 露
「

三さ==i

事ヽえヨ2● ;キ

高岳秘
ス勲こツセンP
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資料 3T3

予防接種の情報提供について

慶應義塾大学商学部

吉川肇子 (きづかわとしこ)

子供を対象とした予防接種の

情報提供
・ 強み

―対象が限定的
¬

一保護者にアクセスする機会が比較的多い
・ 保健所
・ 小児科
・ 育児雑誌、など

・ 考慮しておく点(過去の研究より)

二
」:』

科医への親の信頼は高いが、一定数信頼していない親が

一番履蝙緋纏饉Б筆‰ごポ「 8肩呼『翡Pる親が多いが、現実
=お雀峰怪を,囃落警全件騒「

意的に受け取られるものの、両司
・ 紙媒体の啓発のみでは限界があるのでは?

i鍾震撃薫喜縦肇与奮簿警話かDヽ およびそれ以前9炉報
=1-



「強み」を利用した

有望と思われる手法
集団討議法

一実行率:講義形式く集団討議形式
0「乳児に肝油を与える」ことを主婦にさせる

一実行率(2週間後)

》講義方式(20%)く 集団決定方式(45%)
―長期にわたつて実行率が維持される

》4週間後 55%く 85%

手続き公正 (proCeduraljuSuce)の 理論

一発言の機会(voice)が あると、参加者の満足や公正感が高
まる
・必ずしも自分の意見が決定に反映されなくてもよい

合理的行為(reasOned actiOn)の理論
―行動を起こすかどうかを規定するのは行動意図であり、そ
の意図を規定するのは、態度と主観的規範(社会的な期待)

合理的行為の理論(TheOry OfRcasoned Action)の 概略 :

態度と行動の不一致を説明

●

行動に対する態度

行動意図 r

主観的規範
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「自分で考えてもらう」ことの重要性

・ 接種理論(inOculation theory)

一自明の理に近い信念は、説得されやすい

・例 :リ サイクルすることは環境に良い
―「リサイクルがかえつて環境に負担をかけている」という論者が

出てくると、意見変化しやすい

一予め弱い反論を聞かせておくと(免疫措置)、 説得さ
れにくくなる
・ 例 :「ペットボトルをリサイクルするには製造単価の4倍近

くの費用がかかるという人もいます」

T上記2つの知見からの示唆
`

・ 自発的思考を誘発することが重要

・ 反

自発的思考を誘発する手法の例

論 (リスクについて)も伝えておく

・ 修辞疑間文(反語)をメッセージ中に挿入する
―例 :「予防接種をしなくても、一生はしかにかから
ないでいられるでしょうか?」

一単なる疑問文では効果がない
。例 :「予防接種について,皆さんで話し合いません
か ?」

・ 事前予告(foreWarning)を行う
―例 :「次回は、予防接種が持つ問題についてお話
します」
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話合いの手法の例

英

一　
一　
一　

子
で

一　
　
一
バ

一　
一

●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

・ オピニオンロリーダーを使うもの
二「マス・コミュニケーションの影響の2段の流れ」研

究から

・マス・メディアは、人々の行動に直接影響を与えるので
はなく、オピニオンロリーダーを通して影響を与える

。事例1:店頭販売「広告で宣伝していた○○」

・事例2:雑誌の主婦モニターレポート

・ ロコミの影響

一情報伝達の速度が速く、広範に伝わる

予防接種に関する

リスクロコミュニケーションの例
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